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4

今
月
の
町
長
室
開
放
日

　

町
民
の
皆
さ
ん
が
橋
本
町
長
と
懇
談
す
る
こ

と
が
で
き
る｢

ち
ょ
っ
と
ひ
と
っ
ぱ
な
し
対
話

コ
ー
ナ
ー｣

を
開
設
し
ま
す
。

日
時　

８
月
12
日
(水)  

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

(

午
後
１
時
か
ら
受
付)

※
対
話
時
間
は
30
分
以

内
※
一
組
５
人
ま
で
と
し
、
個
人
的
な
要
望
・
相

談
・
苦
情
・
営
利
目
的
な
内
容
は
お
断
り
し
ま
す
。

対
象　

町
内
在
住
の
個
人
の
方

※
身
分
証
な
ど
を
ご
提
示
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※
中
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
。

問　

総
務
課 

広
聴
広
報
係　

内　

306

行
日
を
、
９
・
12
・
３
月
各
月
の
１
日
発
行
に

変
更
し
ま
す
。

問　

学
校
教
育
課 

庶
務
係　

内　

531

「自助・共助・公助」を合言葉に、防災訓練に参加しましょう！ ９月６日（日）
　町は、過去に発生した自然災害を教訓に、毎年各自治会の自主防災組織が中心となり、自主的な防
災訓練を実施しています。また、町も消防団とともに「災害対策本部」を設置して、初動対応訓練を
実施しています。
　この訓練は大災害時に、各自治会の自主防災組織・町・消防団・女性消防隊・消防署などが協力体
制をとり、町民の安全確保・応急救護活動などが迅速に行えるようにすることを目的としています。
　今年の防災訓練は、「共助の対応強化」を訓練目的の中心として、被害や二次災害を最小限に抑え
るため、地域にあった訓練を各種機関と地域住民が一体となって行いますので、ご家族揃って防災訓
練に参加し、もう一度災害時の対応を確認しましょう。

期日　９月６日 (日 ) 各自治会一斉に実施
　訓練日時・時間・内容などは、それぞれの自治会の指示で行動して
ください。当日の午前９時に防災無線で訓練放送を行います。
　また、携帯電話３社提供による、「緊急速報メール・エリアメール」
（防災情報などを町内の各携帯電話に一斉配信するサービス）で訓練
お知らせメールを送信しますのでご承知ください。（機種により受信
設定が必要な場合や受信できない場合があります）

■11月８日 (日 ) に広域避難場所である平井小学校などで第１・２・７・８・９・10・27・28自
治会は、各防災機関と連携し、総合防災訓練を実施する予定ですが、今回の防災訓練 (９月６日 )の
　　　　　　　実施は自治会により異なりますので、各自治会にご確認ください。（総合防災訓練の
　　　　　　　詳細は、広報10月号でお知らせします）

　　　　　　　　　　生活安全安心課 地域安全安心係　　　332

昨年の総合防災訓練で消火活動を体験する様子

情
報
公
開
・
自
己
情
報
開
示
請
求
の
公
表

　

平
成
26
年
度
の
、
情
報
公
開
請
求
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
自
己
情
報
開
示
請
求
は
２
件
あ

り
ま
し
た
。

自
己
情
報
開
示
請
求　

①
介
護
認
定
審
査
会
の

自
己
情
報
・
認
定
調
査
票
・
主
治
医
意
見
書

②
戸
籍
証
明
発
行
記
録

開
示
状
況　

２
件
と
も
に
一
部
開
示

問　

総
務
課 

広
聴
広
報
係　

内　

306

「
教
育
ひ
の
で
」
発
行
月
変
更
の
お
知
ら
せ

　

８
月
15
日
発
行
以
降
の
「
教
育
ひ
の
で
」
発

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
な
ど
を
支
給
し
ま
す

　

８
月
は
心
身
障
害
者
福
祉
手
当(

都
・
町
制

度
）、
じ
ん
臓
機
能
障
害
者
交
通
費
助
成
の
支

給
月
で
す
。
17
日
(月)
に
指
定
口
座
へ
振
込
予
定

で
す
。
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

心
身
障
害
者
福
祉
制
度
の
紹
介

■
特
別
児
童
扶
養
手
当(

国)

　

次
に
該
当
す
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し

て
い
る
父
母
又
は
養
育
者

１
級　

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
／
愛
の
手

帳
１
・
２
度
程
度
の
児
童

２
級　

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
／
愛
の
手
帳
３

度
程
度
の
児
童

※
１
・
２
級
と
同
程
度
の
疾
病
も
し
く
は
身
体

又
は
精
神
の
障
害
が
あ
る
児
童

■
障
害
児
福
祉
手
当(

国)

　

20
歳
未
満
で
、
重
度
の
障
害
の
た
め
日
常
生

活
で
常
時
介
護
が
必
要
な
方(

障
害
年
金
受
給

者
、
施
設
入
所
者
は
除
く)

■
特
別
障
害
者
手
当(

国)

　

20
歳
以
上
で
、
著
し
く
重
度
の
障
害
の
た
め

日
常
生
活
で
常
時
特
別
な
介
護
が
必
要
な
方

(

３
カ
月
以
上
入
院
、
施
設
入
所
者
は
除
く)

■
重
度
心
身
障
害
者
手
当(

都)

　

心
身
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
た
め
、
常
時
複

雑
な
介
護
が
必
要
な
方

子育て支援策の充実と日本一お年寄りにやさしい町づくり !！

お
知
ら
せ



８月号
2015（平成27）年

広 報 日 の 出

広報日の出
2015.８月号

〒190-0192（個別郵便番号）東京都西多摩郡日の出町平井2780  TEL  042（597）0511（代）　FAX  042（597）4369
日の出町ホームページ http://www.town.hinode.tokyo.jp/  メールアドレス info@ town.hinode.tokyo.jp5

■
申
請
者
が
町
外
に
住
民
登
録
し
て
い
る
方

■
そ
の
他
現
況
確
認
出
来
な
い
方

　

な
お
、
申
請
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合(

健

康
保
険
の
変
更
な
ど)

は
、手
続
き
が
必
要
で
す
。

問  

子
育
て
福
祉
課 

子
育
て
支
援
係  

内  

299

ひ
と
り
親
家
庭
の
総
合
的
な
相
談
窓
口
を
開
設

　

〜
「
働
き
た
い
」
を
応
援
し
ま
す
!!
〜

　

初
め
て
の
試
み
と
し
て
児
童
扶
養
手
当
な
ど

の
現
況
届
受
付
期
間
内
の
２
日
間
、
東
京
都
西

多
摩
福
祉
事
務
所
が
就
業
支
援
専
門
員
の
相
談

窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

　

仕
事
の
こ
と
、
生
活
全
般
の
こ
と
、「
困
っ
た
」

を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
解
決
！
こ
れ
か
ら
の
こ
と
一

緒
に
プ
ラ
ン
を
立
て
て
い
き
ま
し
ょ
う
。ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
へ
の
同
行
支
援
な
ど
も
可
能
で
す
。

　

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
10
日
(月) 

・
14
日
(金)

　
　
　

午
前
９
時
〜
正
午
・
午
後
１
時
〜
３
時

子
育
て
福
祉
課
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問　

東
京
都
西
多
摩
福
祉
事
務
所 

平
岡

　
　

☎ 

０
４
２
８(

22)

１
１
６
８

■
心
身
障
害
者
福
祉
手
当(

都)(

町)

　

20
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
身
体
障
害
者
手
帳

１
〜
４
級
、
愛
の
手
帳
１
〜
４
度
を
お
持
ち
方

■
じ
ん
臓
機
能
障
害
者
交
通
費
助
成(

町)

　

じ
ん
臓
機
能
障
害
で
人
工
透
析
又
は
服
薬
の

治
療
が
必
要
で
、
自
動
車
な
ど
の
交
通
機
関
を

利
用
し
医
療
機
関
に
通
院
す
る
方

■
特
殊
疾
病
福
祉
手
当(

町)

　

特
殊
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
方

■
障
害
者
交
通
費
助
成(

町)

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、
愛
の
手
帳
１
・

２
度
を
お
持
ち
方

※
各
手
当
・
助
成
に
は
支
給
要
件
・
制
限
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

問　

子
育
て
福
祉
課 

地
域
支
援
係　

内　

293

「
観
光
ま
ち
づ
く
り
事
業
講
演
会
」

　
「
観
光
ま
ち
づ
く
り
の
未
来
を
、
地
域
事
例

を
も
と
に
考
え
る
」
を
テ
ー
マ
に
、
東
京
都
観

光
ま
ち
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
講
師
に
迎
え

講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。
講
演
会
後
に
日
の
出

町
観
光
ま
ち
づ
く
り
事
業
実
施
団
体
な
ど
を
交

え
意
見
交
換
会
も
行
い
ま
す
。
観
光
ま
ち
づ
く

り
に
興
味
の
あ
る
方
は
、
お
誘
い
あ
わ
せ
の
う

え
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
13
日
(木)  

午
後
７
時
〜
９
時

場
所　

役
場
３
階 

第
１
・
２
会
議
室

講
師　

東
京
都
観
光
ま
ち
づ
く
り
ア
ド
バ
イ

ザ
ー　

渡
邉 

知 

氏

対
象　

町
内
在
住
・
在
勤
の
方
、
町
内
で
観
光

交
流
事
業
を
行
っ
て
い
る
団
体
の
方

定
員　

30
人
（
申
込
不
要
）

問　

産
業
観
光
課 

商
工
観
光
係　

内　

242

２
０
１
５
紀
の
国
わ
か
や
ま
国
体
東
京
都
選
抜

強
化
試
合(

少
年
男
子
サ
ッ
カ
ー)

の
開
催

　

み
ん
な
で
東
京
都
選
抜
チ
ー
ム
を
応
援
し
ま

し
ょ
う
。
が
ん
ば
れ
東
京
都
選
抜
!!

日
時　

８
月
12
日
(水) 

午
前
10
時
〜
午
後
12
時

30
分
▼
天
候
・
相
手
チ
ー
ム
の
都
合
な
ど
で
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

場
所　

ス
ポ
ー
ツ
と
文
化
の
森
・
谷
戸
沢
サ
ッ

カ
ー
場

申
込　

不
要(

直
接
現
地
に
お
越
し
く
だ
さ
い)

※
７
月
下
旬
に
時
間
な
ど
の
詳
細
が

確
定
す
る
た
め
、
観
戦
さ
れ
る
場
合

は
、役
場
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問  

文
化
ス
ポ
ー
ツ
課 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
係  

内  

545

こ
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
「
現
況
届
」

　

○乳　　
・
○子　　
の
新
し
い
医
療
証
は
、
９
月
下

旬
に
郵
送
予
定
で
す
。
○乳
　　

・
○子　
医
療
証
を
お

持
ち
の
方
の
「
現
況
届
」
は
省
略
し
て
い
ま
す

が
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、「
現
況
届
」
の
提

出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
７
月
下
旬
に
「
現
況

届
」
を
送
付
し
ま
し
た
の
で
、
８
月
中
に
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
平
成
26
年
中
の
所
得
の
確
認
が
出
来
な
い
方

児
童
扶
養
手
当
・
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
制
度

現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

８
月
は
、
児
童
扶
養
手
当
・
ひ
と
り
親
家
庭

等
医
療
費
助
成
制
度
の
現
況
届
を
提
出
す
る
月

で
す
。
受
給
者
の
皆
さ
ん
に
現
況
届
の
案
内
通

知
を
送
付
し
ま
し
た
。
現
況
届
は
、
今
後
の
手

当
の
支
給
可
否
を
審
査
す
る
大
切
な
届
で
す
。

現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
、
手
当
や
助
成
が
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
通
知
で
ご
案

内
し
た
必
要
書
類
と
あ
わ
せ
て
、
期
限
ま
で
に

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書

　

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
で
届
出
の
対
象
に
な

る
方
に
は
、
お
知
ら
せ
と
届
出
書
を
現
況
届
の

案
内
通
知
に
同
封
し
ま
し
た
。
現
況
届
と
あ
わ

せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
出
期
限
を
過
ぎ
る
と
、平
成
27
年
８
月（
今

年
度
中
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
か
ら
５
年
を
経

過
す
る
方
は
経
過
す
る
月
の
翌
月
）
か
ら
の
手

当
が
２
分
の
１
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

提
出
期
限　

８
月
31
日
(月)

問　

子
育
て
福
祉
課 

子
育
て
支
援
係  

内  

298

青
少
年
育
成
支
援
金
【 

第
１
期 

】

支
給
申
請
受
付
が
始
ま
り
ま
す

　

15
歳
の
翌
年
度
〜
18
歳
に
達
す
る
年
度
に
あ

る
青
少
年
（
高
校
生
年
代
）
の
保
護
者
又
は
本

人
に
対
し
、
月
１
万
円
を
限
度
に
青
少
年
育
成

支
援
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
教
材
費
、通
学
費
、

習
い
事
に
関
わ
る
経
費
な
ど
の
う
ち
、
平
成
27

年
４
月
〜
７
月
の
間
に
か
か
っ
た
費
用
が
対
象

に
な
り
ま
す
。

受
付
期
間　

８
月
３
日
(月)
〜
31
日
(月)(

土
日
を

除
く) 

午
前
９
時
〜
午
後
５
時(

正
午
〜
午
後

１
時
を
除
く)

子
育
て
・
教
　
育


